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星野公平の代表質疑 （１２月１４日　午後）

これからの伊藤市長の市政運営を１０項目にわたって質問予定。
（1） 桑名を｢選ばれるまち｣とは、社会保障から
桑名市内で発生した「高齢者虐待事件」の真相は
（２）｢全員参加型市政｣とは、｢学校教育あり方検討会｣から小中一貫校推進問題と何故多度地区でモデル校を実施なのか
（３）学力テスト結果の公表について
突然出された市長公約、市長と教育委員会の見解の違いは
（４）小学校の普通教室にエアコン
　　　  日本共産党の３大要求「国保税の引下げ」、「子どもの医療費の窓口無料化」、「小学校にエアコンの設置」、やろうと思えば出来るはず
（５）「立地適正化計画」と桑名駅及び周辺整備
　　　  桑部･久米地区はどうなるのか、自由通路･駅舎はどうなるのか、駅前保育所・ホテル誘致・駅から医療Ｃへの安全交通とは
（６）産業振興について　
　　　  観光業と他産業の融和とは、地場産業の育成策について
（７）「まちづくり協議会」　          　議会・議員の関わりは
（８）災害対策について　　
活断層の直下型地震に対する対策と要援護者台帳は共有されているか
（９）各種の使用料、手数料について　  　 受益者負担の基準は
（１０） 上下水道料金の値上げについて
値上げ案の住民説明会の予定は、経営審議会の中味は、値上げありきではないか、負担の状況は
伊藤市長自らの答弁を求めていきます。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください。
日刊紙　月３,４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議員団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/
ご意見をお寄せください　ＦＡＸは　２２－３０２８　（星野自宅）
２０１６年１２月議会 １４日から質問が始まっています。

１２月１４日（水）―１６日（金）、１９日（月）   午前１０時～

本会議（代表質疑、議案質疑、一般質問）
１２月２０日（火）―２１日（水）  午前１０時～　各常任委員会　

２２日（木）  予備日
１２月２８日（水）　午後１時～ 本会議(委員長報告、質疑、討論、採決)閉会
追加議案が２つ提出される。
（多度に小中一貫校、大山田に福祉の総合相談センター）
７日、１２月議会に提出された議案は２７議案と報告６件(略)でした。
補正予算は１１議案でしたが、一般会計、国保特会、介護特会、後期高齢者医療特会、水道会計、下水道会計の６つの人事異動等の人件費増５２百万円は、今月の給与等に反映させる為、即決されました。
後期高齢者医療特会を除く５つの補正予算は総額７億５４百万円です。

前号で紹介しましたように、条例の制定１議案。条例の一部改正１１議案。その他４議案でした（財産の取得、土地の処分、市道の認定、権利の放棄）。
ところが、急に追加議案２つの説明が９日の議運でありました。１５日の議案質疑終了後に上程され、説明、議案質疑、委員会付託される事になりました。
議案は、一般会計補正予算(多度地区まちづくり企画費と福祉総合相談事業費８，５３０千円増)と条例の一部改正(桑名市大山田コミュニティプラザ条例)です。
【問題点】小中一貫校の議論はどうなっているのか。何故多度地区で行うのか。何故まちづくりなのか（教育ではないのか）。住民の意見をどの様に取上げるのか。

福祉の相談センターなのに予算が何故ふるさと応援基金なのか。全国に発信するとは。市が直営でやらずに何故社協に丸投げ委託なのか（人数・費用は）。
共に繰越明許があり、緊急性は何処にあるのか等々、議案質疑をします。
パブリックコメント　１１月に２件ありました。　　　　　　　　　　　　　　

1 「多度のイヌナシ自生地保護計画」（案）　　　　　　　　　　
全体を通して、まず、イヌナシの保護に献身的に関わっている方々に感謝したい。
保護するためには、広域での環境の整備が必要です。
１、 近くまで迫っている土砂採取をどうするのか。
２、 近くを通る産業道路をどうするのか。
この２つの解決が一番重要だと考えます。特に、土砂採取は市に訴えると県の問題だと逃げます。こんな事を許していては、どれだけ良い保護計画を作ってもイヌナシ自生地の後世への引き継ぎは出来ません。車（ダンプ、大型トラック等）による公害も考えていかなければなりません。　　　　　回答はまだありません。
2 　桑名市火災予防条例の一部を改正する条例（案）
既に結果が公表されています。意見提出者　1名のみ。意見数 ４件。　　　　　　No１ 公表制度に賛成です。対象となる防火対象物は市内に幾つあるのですか。　【回答】公表制度の対象となる桑名市内の防火対象物（特定防火対象物）は、1,040（平成27年12月31日現在、延べ面積150平方メートル以上の棟数）
No２ 別表にありますが、具体的に実名（施設名、店名等）で明確にすべきです。
【回答】公表する事項は、桑名市火災予防条例施行規則（案）第17条（公表の手続き）にて定めており、当該違反が認められた防火対象物の名称、所在地及び違反の内容等となります。
No３ 立入検査により公表の対象となるとありますが、どれ位立入検査予定ですか。
【回答】ご意見をいただきました立入検査予定ですが、公表制度の対象となる防火対象物（特定防火対象物）につきましても、桑名市消防立入検査規程等に基づき、全て立入検査を実施する計画でございます。
No４ 計画を持って、全軒数立入検査すべきです。（人の命を守るために。）
【回答】No３に記載のとおり。
現在、桑名市空家等対策計画(案)について意見を募集中。（１月４日迄）
戦争法　自衛隊が“殺し、殺される”現実的な危険に。新たに付与された「駆け付け警護」任務が１２月１２日から実施可能に。
「第７回桑名市学校教育あり方検討委員会」　　ｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐ　　１１月３０日、長島総合支所で                            委員の方々の認識共有状況から判断して、「小中一貫校の推進」の結論を見直して、最初に戻って議論をすべきです。
議事は、前回と同様（１）桑名市における小中一貫教育について、（２）小規模校への対応について、（３）中学校区を基本とした地域毎の学校施設の具体的な形態について、の３つです。
　当局のスケジュール説明から、今日する事が、①教師の多忙感について(文科省のデータで論議）、②グループ討議が２回（前回と同じ事（Ａ：桑名市型小中一貫教育　Ｂ：施設一体型小中一貫校に取り組む施設及び機能）と各中学校区の課題整理（各中学校ブロックにおいて施設一体型小中一貫校を設置する場合、どの場所に設置する事が望ましいか））、③それに検討会開催を増やすのか、でした。
　驚くべき意見が現職の校長から出た。既に小中一貫校の推進を結論付けているのに、今日出された資料では「教員一人あたりの受け持つ児童・生徒の割合」で、現在の教員配置数が小中合わせて５１１名だが、小中一貫になると４３５名になるというデータが明らかにされた。さすがに校長先生あわてたのか、先生数が減るのは問題の様な発言をされた。桑名市が小中一貫校の推進を目指している目的も知らずに、小中一貫校の推進に賛成しているのだ。何とお粗末な事か、飽きれて言葉を失った。委員長が弁解していたが、最初に戻って議論をすべきです。
　私は、グループ討議に入る前の約４０分で傍聴席から退席した。
安倍政権の暴走にストップを！！　　　　　　　　　　　ｐ「ＴＰＰの承認案と関連法案」が承認・成立しました。ＴＰＰは日本が批准してもアメリカが「離脱」を明言している以上発効の見込みはありません。安倍政権が総選挙での自民党の「反対」の公約を踏みにじり、国会決議にさえ違反した協定を今後の交渉の土台にしかねない危険な暴走です。暮らしも主権も破壊するＴＰＰに固執せず､平等･互恵の経済関係の確立をこそ､実現すべきです｡　　　　　　ｐ「年金カット法案」　物価が上がっても、賃金水準が下がれば年金を減額する。物価と賃金の両方が上がっても、年金額を抑制する「マクロ経済スライド」の仕組みの強化も導入。全ての世代の暮らしを支え、現在も将来も安心できる年金の確立への検討・議論を進めるべきです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ刑法が禁じる賭博を合法化する「カジノ法案」、「国際観光振興、地域振興、税収に資する」というが、「もうかるなら何をしてもいい」という国民の暮らしを脅かす政治の退廃を許さず、「カジノ法案」を廃案に追い込もう。（１３日記）
日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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Ｎｏ．２７３　　　２０１６年　　１２　月　１５　日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５











































































































